
徳島県鳴門市の野鳥から 

低病原性鳥インフルエンザウイルス（H5N3亜型） 
が検出されました。 

侵入防止対策の徹底をお願いします 

飛騨家畜保健衛生所 
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平成27年11月１６日 

10月28日徳島県鳴門市において採取された野鳥の糞便から低病原性鳥インフルエン
ザウイルス（H5N3亜型）が検出されました。 

農場の入口 ・・・ウイルスが農場入口まできているかも 

防疫対策は「飼養衛生管理の徹底」が基本！ 

一層の感染防止対策（農場での消毒方法の再確認等）の徹底を 

お願いします。 

・消毒前の水洗で、長靴（靴底）の汚れを落としていますか？ 

・消毒液は汚れていませんか？ 

・消毒液の濃度は十分ですか？ 

・手指の洗浄・消毒はしていますか？ 

・手を拭くときのタオルを使い回ししていませんか？ 

水洗槽 消毒槽 

車両 ・・・ウイルスが車両に付いてきているかも 

・トラックの荷台は消毒前に洗浄していますか？ 

・運転席マット等、土が付着する場所は洗浄・消毒していますか？ 

・外で消毒しても、農場に入る際はもう一度消毒していますか？ 

・乗車前、降車後に手指の洗浄・消毒をしましたか？ 

鶏舎 ・・・ウイルスが農場に入っているかも 

・専用の衣服・長靴を着用していますか？ 

・給水、給餌施設の野生動物対策は大丈夫ですか？ 

いつもの作業の 
再チェック！ 
お願いします。 

異状があったらすぐに家畜保健衛生所（総合庁舎 ０５７７－３３－１１１１）まで連絡してください。  

※平日時間外（午前8時30分～午後5時15分以外）や休日の電話に対しては、「電話交換業務が終了しています。」に
続く、「お急ぎの場合は、そのまま「１番」 をダイヤル願います。」の案内メッセージに従って対応をお願いします。   


